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研究要旨 

 本研究の目的は、持続可能な開発目標（SDGs）における保健関連のモニタリング指標

の今後の動向について、量的ならびに質的分析を行うことによって可視化を図ることで

ある。SDGs で取り扱う領域は広範であるため、本研究班では領域を絞り込み、持続可

能性の見地から重要性がさらに高まっている「水衛生」と「栄養・食料」に加え、新た

な健康課題である「非感染性疾患（NCDs）」と、健康格差の縮小に有効な手段である「ユ

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」ならびに未だ解決されていない課題である「母

子保健」に焦点をあて分析を行った。 

 その結果、現時点までの SDGs のモニタリング枠組みの流れを体系的に整理すること

ができた。国連での作業における指標の階層化を踏まえると、未だ検討中の指標は三分

の一に達しており、今後の指標開発が急務である。UHCについては、日本の国民皆保険

の知見が活用できる分野と言われているが、現時点での SDGs モニタリング指標案につ

いて、日本においても数値算出が困難であることが分かった。また、現時点での日本の

SDGs への対策と、各ターゲットとの対応を調べたところ、母子保健に関する施策の記

載が不足していることが明らかになった。母子保健については、日本では既に目標を達

成しているところであるが、日本の経験を途上国に役立てる視点での取り組みがさらに

求められる。 

 また、「栄養・食料」、「水衛生」の各研究領域においては、様々なデータベースから

該当するデータを収集し、解析用のデータベースを作成したうえで、多面的な解析を行

うことによって可視化を図ることができた。「栄養」領域においては、日本の地域診断

で用いられている推定偏差値を用いた分析法が、国家間レベルでの相対的状況の把握に

も活用できることを明らかにした。また、「水衛生」についても、各種データを用いて

シミュレーション解析をしたところ、水衛生管理の安全性を評価するうえでは、残留

塩素濃度が非常に重要な評価項目であることが確認された。「たばこ対策」において

は、これまでの文献レビューから、多くの国々において学歴が喫煙率に大きな影響を与

え、健康格差の観点からのアプローチが必要なことが示唆された。 
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A．研究目的 

 SDGs の推進においては、国、地域、世

界レベルでの継続的なモニタリングが大

きな意義を有する。昨年度の研究報告に

おいて提示したように、2016 年 3 月に開

催された第 47 回国連統計委員会にて、

SDGs のグローバル指標の枠組みについて

合意がなされ、全体で 230 指標が提示さ

れたところである。 

これらの指標については、途上国の多

くでは統計システムが整備されていない

ため、ベースラインの段階で測定が困難

であるとの指摘がなされており、SDGs モ

ニタリングの実務機関であるインター・

エ ー ジ ェ ン シ ー 専 門 家 グ ル ー プ

（Inter-Agency Expert Group：IAEG-SDGs）

では、暫くの間、定期的にモニタリング

指標自体をアップデートし、調整してい

く方針を打ち出すなど、SDGs モニタリン

グ指標については未だ流動的な状況であ

るため、その世界的政策動向を注意深く

把握する必要がある。また、SDGsでは MDG

ｓとは異なり、先進国も対象となるため、

日本国内でのモニタリング体制や取り組

み状況についても併せて分析を進める必

要がある。 

一方、SDGs は広範な領域を包含するた

め、本研究班では、SDGｓで新規に設定さ

れた目標項目である「栄養・食料」、「非

感染性疾患(NCD)」、「たばこ対策」、「ユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」

に、日本がこれまでも活動実績を有して

いる「母子保健」と「水衛生」加えた６

領域を分析領域とした。昨年度から実施

している研究を進め、２次データの解析

によって、各国での NCDs、UHC、栄養/食

料、水衛生に関するモニタリング指標の

世界的な動向について量的な分析を加え

て可視化を試みた。SDGs で強く打ち出し

ている分野横断的な研究を進めるために

は、分担研究者ごとに収集していたデー

タを集約し、統合的な分析を行う必要が

あるが、その試行例として水衛生領域で

は、水衛生と下痢症に関するシミュレー

ションを行った。

B．研究方法 

（１）SDGs におけるモニタリング指標に

関する国内外の動向分析 

 2016年 3月以降に公表された SDGsに関

する国連文書を用いて、時系列的に分析

を進めた。分析に用いた資料は、国連の

統計委員会等の SDGs関係部局の公式ホー

ムページに記載されている IAEG-SDGs 等

の会議資料に加え、首相官邸の SDGs推進

本部での資料、環境省と地球環境戦略研

究機関（IGES）による SDGsステークホル

ダーズ・ミーティング資料等を収集し、

分析に用いた。全体的な SDGs モニタリン

グフレームワークの方向性について分析

するとともに、個々の指標については、

本研究班の主旨を踏まえ、目標３「健康」
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を中心に、関連する２つの目標（目標２

「食料/栄養」ならびに目標６「水衛生」）

について、重点的に分析を行った。また、

首相官邸の SDGs推進本部での資料、環境

省と地球環境戦略研究機関（IGES）によ

る SDGs ステークホルダーズ・ミーティン

グ資料等を分析し、SDGｓ達成に向けた国

内施策の動向を調べた。 

（２）栄養政策ならびに栄養状況モニタ

リングに関する分析

UNICEF 年次報告書及び WHO の非感染性

疾患に関する報告書に示された 194 カ国

の健康・栄養に関わる項目（例：低出生

体重児出生率、栄養不良の 5 歳未満児の

比率、肥満傾向の者の割合、糖尿病 年

齢調整死亡率等）についてデータを

Box-Cox変換し分布を確認した後、国別に

全項目の推定偏差値を算出し、ライフコ

ースを考慮して項目を位置づけたグラフ

に示し、可視化を図った。 

（３）ＳＤＧｓアジェンダにおける小児

保健課題の研究 

母子保健課題、ユニバーサル・ヘルス・

カバレッジの達成等に関して、主として

文献レビューを基に、母子保健分野にお

いて蓄積されつつある新たなエビデンス

の変遷、およびユニバーサル・ヘルス・

カバレッジの途上国への適用可能性につ

いて検討した。 

（４）UHC達成に向けた保健財政モニタリ

ング指標と国内関連統計資料についての

検討 

 保健財政モニタリング指標については

SDGs に関連する国連機関やその他の関係

機関の各種文書を収集し、分析した。ま

た、世界保健機関（WHO）の担当部局職員

から情報収集を行った。統計資料につい

ては、平成 27年度に実施した本分担研究

の成果をもとに、保健財政モニタリング

指標に類似するデータを持つ統計資料に

ついて整理した。 

（５）SDGs におけるたばこ対策の実施状

況 

 WHO の Noncommunicable Diseases 

Global Survey結果より，各国の喫煙対策

に関する取組みや達成状況について情報

を収集するとともに，社会経済の指標と

もなる教育水準の差と喫煙率との相関等

について，国内外の文献をベースに 2 次

データを収集した。それらの結果を突合

することで，喫煙とその社会的背景との

関連について分析した。。 

（６）SDGs における安全な水衛生管理評

価のための統計指標の検討 

 SDGs にて注目される水衛生設備の管理

状況をより定量的に考察するため，水道

事業の世界的なデータベースである

IBNET に収録されている水道設備の管理

状況を示すいくつかの統計値と，特に水

道設備が整っている国における水衛生状

況の影響をうけると考えられる下痢症に

伴う障害調整生存年（DALY）の関連性に

ついて解析した。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、公開されている二次資料を

用いた分析であり、倫理面への配慮につ

いては特に必要ない。 

C．研究結果及び D. 考察 

（１）SDGs におけるモニタリング指標に

関する国内外の動向分析 
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 本研究班にて重点的に分析を行ってい

る目標２「食料・栄養」、目標３「健康」、

目標６「水衛生」の 3 目標について、国

連が昨年度公表したモニタリング指標初

期案について、目標２「食料・栄養」で

は 30.8％の指標について継続測定が困難

であった。目標３「健康」では、継続測

定が困難な指標は 15.4％にとどまった。

一方、目標６「水衛生」では、継続測定

が困難な指標が 45.4％を占めた。また、

2016 年 12 月に首相官邸・SDGs 推進本部

が提示した「SDGs を達成するための具体

的施策」について分析を行った結果、目

標２では農業市場に関するターゲット、

目標３では母子保健に関するターゲット、

目標６では水関連の生態系に関するター

ゲット等について、具体的な施策との紐

付けが不十分な結果であった。  

 指標の階層化を踏まえて、今後の指標

開発が急務であり、かつ日本の知見が活

用できるターゲットが明らかになった。

また、現時点での日本の SDGsへの対策と、

各ターゲットとの対応を調べたところ、

母子保健に関する施策の記載が不足して

いることが明らかになった。 

（２）栄養政策ならびに栄養状況モニタ

リングに関する分析

Box-Cox変換の結果、項目ごとに正規分

布、歪んだ分布、二峰性・三峰性の分布

を示していた。日本の状況を事例として

分析したところ、男性の血圧上昇率と男

性のがん関連死亡率の偏差値が高く、重

要課題であることが確認され、本分析法

の妥当性が示唆された。日本で健康増進

計画立案推進のための地域診断に使われ

ている推定偏差値を活用したツールは、

世界の栄養不良の二重負荷（不足と過剰

両者の問題の把握）の国診断ツールとし

ての応用が可能であると考えられる。 

（３）ＳＤＧｓアジェンダにおける小児

保健課題の研究 

 SDGs の時代における母子保健課題の推

進においては、システマティック・レビ

ューや RCT 介入研究によるエビデンスに

基づいた政策の推進が主流となる可能性

があることが明らかとなる一方、既存の

医療知見、技術の有効活用も重要であり、

検討を要する課題である。また、ユニバ

ーサル・ヘルス・カバレッジ導入による

医療アクセスの公平性担保においては、

統合的知見を持つ保健医療人材の適正配

置、および現場での介入結果の共有が重

要であることも日本の経験から明らかと

なった。 

（４）UHC達成に向けた保健財政モニタリ

ング指標と国内関連統計資料についての

検討 

 今年度は UHC 達成の進捗状況を把握す

るために用いられる保健財政モニタリン

グ指標について、その内容や策定状況の

調査を行った。また、我が国における 1950

年代までの統計調査を中心に、保健財政

モニタリング指標に類似するデータを持

つ統計資料について整理した。保健財政

モニタリング指標については見直しや継

続的な検討が行われており、改定の動向

に注意が必要であるとともに、1950 年代

までを中心とした我が国の既存統計資料

に類似のデータが極めて少ないことが明

らかとなった。我が国の経験から UHC 達

成に至る保健財政関連の進捗を提示する

ためには、現在議論されている保健財政
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モニタリング指標の他に代替し得る指標

の検討が必要であることが示唆された。 

（５）SDGs におけるたばこ対策の実施状

況 

NCDs 対策へ向けた，各国のたばこ対策

に関する取り組みや達成状況などについ

て，文献ベースにより調査を行ったとこ

ろ，その経年的な変化について，喫煙を

政策の中で掲げている国の数は、過去 5

年間において、53％から 81％に増加した。

さらに、対策の中でも、たばこ規制枠組

み条約（FCTC）において推奨される課税

による対策については，調査対象とした

国の 87%がたばこ税を導入しており、最も

普及率が高かったのがヨーロッパで 96%、

続いて大西洋地域で 92%，アメリカで 91%

であった。また，各国の喫煙率やその対

策に影響を及ぼす社会経済の指標として，

教育水準を表す学歴と喫煙率との相関に

ついてアジア，アメリカ，ヨーロッパ地

域における調査報告より情報を得たとこ

ろ，いずれも若年層の男性において，学

歴の差によって喫煙率に違いがある状況

が明確に示された。 

今後，国内のみでなく国家間での喫煙

率や喫煙対策の水準に違いを招く要因を

明らかにするためにも，より詳細な調査

及びレビューを実施する必要性が示唆さ

れた。 

（６）SDGs における安全な水衛生管理評

価のための統計指標の検討 

シミュレーション分析等の結果より、

残留塩素試験の合格率が，水衛生管理の

安全性を示す指標として有望であるもの

と推測された。また SDGs の目標・ターゲ

ットモニタリングのための指標フレーム

ワ ー ク 開 発 の た め に 設 立 さ れ た

Inter-Agency and Expert Group on SDG 

indicators（IAEG-SDGs）の最近の動向を

整理した。 

E. 結論

本研究の結果、現時点までの SDGsのモ

ニタリング枠組みの流れを体系的に整理

することができた。Tier 分類による指標

の階層化を踏まえて、今後の指標開発が

急務であり、かつ日本の知見が活用でき

るターゲットが明らかになった。UHCにつ

いては、日本の国民皆保険の知見が活用

できる分野と言われているが、現時点で

の SDGs モニタリング指標案について、日

本においても数値産出が困難であること

が分かった。また、現時点での日本の SDGs

への対策と、各ターゲットとの対応を調

べたところ、母子保健に関する施策の記

載が不足していることが明らかになった。

母子保健については、日本では既に目標

を達成しているところであるが、日本の

経験を途上国に役立てる視点での取り組

みがさらに求められる。 

 また、「栄養」、「水衛生」の各研究領域

においては、様々なデータベースから該

当するデータを収集し、解析用のデータ

ベースを作成したうえで、多面的な解析

を行うことによって可視化を図ることが

できた。「栄養」領域においては、日本の

地域診断で用いられている推定偏差値を

用いた分析法が、国レベルでの相対的状

況の把握にも活用できることを明らかに

した。また、「水衛生」についても、各種

データを用いてシミュレーション解析を

したところ、水衛生管理の安全性を評価
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するうえでは、残留塩素濃度が重要な評

価項目であった。 

 一方、各国のたばこ対策に関して、NCDs

問題への対策として、他のリスク因子と

比較しても政策として実施している国が

比較的多い状況にあった。また，各国の

調査結果から明確に示された学歴の差と

喫煙率の格差においては，教育水準の基

盤ともなる社会経済格差が，喫煙率に格

差をもたらしている可能性が示唆された。 
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